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展示動物の飼養及び保管に関する基準と他の関連基準等との対照表

○展示動物の飼養及び保管に関する基準

○動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の

方法等に関する基準

○日本動物園水族館協会倫理要綱

○動物園における野生動物の飼育に関するＥＵ指令

○世界動物園水族館協会倫理規約

○家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
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展示動物の飼養保管基準と他の基準等との対照表
展示動物の飼養及び保管に関す 動物取扱業者に係る飼養施設の 日本動物園水族館協会倫理要 動物園における野生動物の 世界動物園水族館協会倫理規 家庭動物等の飼養及び保管に関
る基準 構造及び動物の管理の方法等に 綱 飼育に関するＥＵ指令 抄 約( する基準（抄）（ ） World Association of Zoos
（ 告示（ ） 関する基準（抄） （ 施行（ ） ( ( ) （ 告示（ ）S51.2.10 1976 S63.2.29 1988 C o u n c i l D i r e c t i v e and Aquariums WAZA Code H14.5.28 2002） ） ）

（ 施行（ ） )H12.12.1 2000 1999/22/EC of 29 March of Ethics）
（ ）1999 relating to the keeping 1999

）of wild animals in zoos
（ ）1999/3/29

第１ 一般原則 （目的） １．目的 １．動物の福祉 第１ 一般原則
一 １ 管理者及び飼養者は、展示 １．この要綱は、動物園及び この指針の目的は、共同体 ＷＡＺＡは活動しているなか １ 家庭動物等の所有者又は占

（ 「 」 。）般 動物の習性、生理、生態等を理 水族館施設（以下施設という における動物園の許可や査 において、文化や習慣におけ 有者 以下 所有者等 という
原 解し、かつ、愛情をもってこれ において、動物を収集し、飼 察に関して加盟国による評 る差異を認識する一方、動物 は、命あるものである家庭動物
則 を飼養し、及び動物本来の姿を 育・研究し、展示する場合の 価の採用を提供することに 福祉の最も高い基準を果たす 等の適正な飼養及び保管に責任

一 展示して観覧者に動物に関する 基本的な事項を定め、もって より野生動物の保護や生物 ことや他者にこれらの基準を を負う者として、動物の生態、
知識と動物愛護についての関心 自然保護、動物福祉および適 の多様性を保存することで 奨励するよう全ての会員に義 習性及び生理を理解し、愛情を

般 を深めるように努めるとともに 正利用に資することを目的と ある。 務付けている。この目的を確 もって家庭動物等を取り扱うと、
責任を持ってこれを保管し、展 する。 証する方法を示すことができ ともに、その所有者は、家庭動

原 示動物による人の生命、身体又 （責務） る最も高い水準を持つスタッ 物等を終生飼養するように努め
は財産に対する侵害及び生活環 ２．社団法人日本動物園水族 フの養成。 ること。

則 境の汚損を防止するように努め 館協会（以下協会という）に
ること。 所属する会員は、本要綱を誠 ２ 所有者等は、人と動物との

実に履行し、遵守する義務と 共生に配慮しつつ、人の生命、
責任を負う。 身体又は財産を侵害し、及び生

活環境を害することがないよう
責任をもって飼養及び保管に努
めること。

２ 管理者は、施設の立地及び （収集） ２．動物の取得
動 整備状況、飼養者の飼養能力等 ３ 動物の収集にあたっては 全ての会員は 動物の取得先． 、
物 の条件を考慮して飼養する展示 次の各号に適合するものでな が飼育されている動物から生
の 動物を選定するように努めるこ ければならない。 まれたものに制限される事、
選 と。 収集および収集の過程に またこれが動物園間の直接コ3-1.
定 おいて、国内外の関連法令に ンタクトによって成し遂げら

抵触、違反しないこと。 れることが最良であるという
収集する動物は、できる ことを確証するよう努力す3-2.

だけ飼育下で繁殖したものと る。押収や救助の結果となる
し、それ以外からの入手は適 動物の受け入れは排除しな
法であることはもちろん、種 い。保存繁殖プログラム、教
の保全について充分な配慮の 育的プログラム、または基礎
もとで行われること。 的な生物学研究、に関しては
収集する動物は、当該施 野生から動物を入手する正当3-3.

設における展示計画および繁 な必要性があることを認識す
殖計画の中で、あらかじめ明 る。会員はそのような取得は
らかな役割が与えられている 野生における個体数に有害な
こと。 効果をもたらすものではない
性別、年令、血縁等が、 ことを確信すべきである。3-4.

収集の目的および条件に合っ
ていること。
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動 ３ 管理者は、自己の管理する
物 施設で飼養することが展示動物
の の適正な展示、繁殖等に支障が
移 あると認めるときは、他の動物
籍 園等への移籍その他の措置を講
ずるように努めること。

４ 管理者は、展示動物が伝染 ５．安楽死
病にかかり、人又は他の動物に 全ての選択が探求され、それ
著しい被害を及ぼすおそれのあ でも動物を安楽死させる必要
る場合 苦痛が甚だしく かつ があるという決定がなされた、 、 、
治癒の見込みのない疾病にかか 時、苦痛のない速やかな死を
り、又は負傷をしている場合、 確実にする方法が取られるこ
凶暴性が甚だしく、かつ、飼養 と。安楽死は地方の慣例や法
を続けることが著しく困難であ によってコントロールされる
る場合等を除いて展示動物を終 が、その動物の適切なQOLが
生飼養するように努めること。 保たれるという生存条件のも

とで動物を飼育管理するのを
優先させることを常にする。
可能ならば、検死解剖が実行
され、生物学上のデータが研
究や遺伝子保存のため保存さ
れるべきである。

第２ 定 義 （用語） ２．定義 第２ 定義
この基準において、次の各号 第１条 この省令で使用する用 動物園’とはサーカスやペ この基準において、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各 語は、動物の愛護及び管理に関 ットショップ、またおおや に掲げる用語の意義は、当該各
号に定めるところによる。 する法律 以下 法 という けに著しい数の動物や種を 号に 定めるところによる。（ 「 」 。）
( )動物 哺乳類､鳥類及び で使用する用語の例による。 展示しない、そのためこの １ 動物 哺乳類 鳥類及び爬1 （ ） 、

ほ は

は虫類に属するものをいう。 指導の目的を著しく逸脱す 虫類に属する動物をいう。
( )展示動物 次のアからエま る事がないと加盟国がこの （２）家庭動物等 愛がん動物2

定 でに掲げる動物をいう。 指針の要求を免除する施設 又は伴侶動物（コンパニオンア
ア 動物園、水族館、植物園、公 を除き、年間７日またはそ ニマル）として家庭等で飼養さ
園等の公共の場所の常設の施設 れ以上おおやけに対し、展 れている動物並びに情操の涵養
において飼養展示する動物 示目的で野生種の動物が飼 及び生態観察のため飼養及び保
イ 不特定の場所に移動して飼養 育される永続的な施設を意 管されている動物をいう。

義 展示する動物 味する。 （３）管理者 情操の涵養及び
かん

ウ 興行、映画製作等に使用し、 生態観察のため飼養及び保管さ
又は提供するために飼養及び保 れている動物並びにその飼養及
管する動物 び保管のための施設を管理する
エ 展示用若しくは愛がん用に飼 者をいう。
養する者に販売するため又は客
寄せのために飼養展示する動物
( )飼養展示 展示動物を飼養3
し、保管し、及び展示すること
をいう。
( )施設 飼養展示するた4
めの施設をいう。
( )管理者 展示動物の所有5
者又は占有者で、展示動物及び
施設を管理するものをいう。
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( )飼養者 飼養展示の作業6
に従事する者をいう。

第３ 健康及び安全の保持 第３条 （飼育・研究） 第４ 共通基準
飼 １ 飼養者の教育訓練等 ４ 取り扱う動物の適正な飼養 ４．動物の飼育・研究にあた
養 管理者は、展示動物の飼養展示 及び管理の方法並びに飼養する っては、種の保存、動物福祉 １ 所有の明示
者 がその動物について十分な知識 動物に起因する感染性の疾病に に配慮し、次の各号に適合す 家庭動物等の所有者は、その
の と飼養経験を有する者により、 関する知識を習得するととも るよう努めるものとする。 責任の所在を明らかにし、逸走
教 又はその監督のもとに行われる に、動物を飼養し又は管理する 飼育管理は、その種につ した家庭動物等の発見を容易に4-3.
育 ようにするとともに、飼養者に 従業員 いて必要な知識、技術を習得 するため、名札、脚環、マイク
訓 対して必要な教育訓練を行い、 等に対しそれらを習得させるた したものによって行われるこ ロチップ等を装着するなど、動

健 練 展示動物の保護及び展示動物に めの措置を講ずること。 と。 物の種類を考慮して、容易に脱
康 等 よる事故の防止に努めること。 落又は消失しない適切な方法に
及 ２ 施設の設置等 （飼養施設の構造） より、その所有する家庭動物等
び 管理者は、展示動物の習性及び 第２条 法第11条第１項の環境 が自己の所有であることを明ら
安 施 生理に適合するものであり、か 省令で定める飼養施設の構造に かにするための措置を講じるよ
全 設 つ、飼養者が適切に飼養展示で 関する基準は、次の各号に掲げ う努めること。
の の きる施設を設置し、又は整備す るとおりとする。
保 設 るように努めること。 １ 飼養する動物の種類及び習 ２ 健康及び安全の保持
持 置 性等に応じた飼養場所を確保す 所有者等は、次の事項に留意
等 るため、次の要件を備えている し、家庭動物等に必要な運動、

こと。 休息及び睡眠を確保し、並びに
イ 個々の動物が、自然な姿勢 その健全な成長及び本来の習性

。で立ち上がり、横たわり、羽ば の発現を図るように努めること
たくなど日常的な動作を容易に
行うための十分な広さと空間を （１）家庭動物等の種類、発育
有すること。 状況等に応じて適正に飼料及び
ロ 排せつ場、止まり木、水浴 水を給与すること。
び場等の設備を備えているこ
と。 （２）疾病及びけがの予防等の
ハ 過度なストレスがかからな 家庭動物等の日常の健康管理に

、 、いような温度、通風及び明るさ 努めるとともに 疾病にかかり
が保たれる構造であり、又はそ 又は負傷した家庭動物等につい
のような状態に保つための設備 ては、原則として獣医師により
を備えていること。 速やかに適切な措置が講ぜられ
ニ 屋外又は屋外に面した るようにすること。
場所にあっては、日照及び風雨
等を遮る設備を備えているこ （３）所有者等は、適正な飼養
と。 及び保管に必要なときは、家庭
２ 良好な衛生状態を維持する 動物等の種類、習性及び生理を
ため、次の要件を備えているこ 考慮した飼養及び保管のための

（ 「 」 。）と。 施設 以下 飼養施設 という
イ 床、内壁、天井及び附属設 を設けること。飼養施設の設置
備は、清掃が容易であるなど衛 に当たっては、適切な日照、通
生状態の維持及び管理がしやす 風等の確保を図り、施設内にお
い構造であること。 ける適切な温度や湿度の維持等
ロ 衛生的な水を十分供給でき 適切な飼養環境を確保するとと
る給水設備を備えていること。 もに、適切な衛生状態の維持に
ハ 洗浄及び消毒に必要な器具 配慮すること。
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又は設備を備えていること。
ニ 飼料等を衛生的な状態で保 ４ 適正な飼養数
管するための設備を備えている 所有者等は、その飼養及び保
こと。 管する家庭動物等の数を、適切
ホ 汚物等を一時保管するため な飼養環境の確保、終生飼養の
のふた付きの容器を備えている 確保及び周辺の生活環境の保全
こと。 に支障を生じさせないよう適切
３ 飼養する動物の逸走及び事 な管理が可能となる範囲内とす
故を防止するため、次の要件を るよう努めること。
備えていること。
ロ 床、内壁、天井及び附 ５ 繁殖制限
属設備は、突起物、穴、くぼみ 所有者は、その飼養及び保管
及び斜面等で飼養する動物が傷 する家庭動物等が繁殖し、飼養
害等を受けるおそれがないよう 数が増加しても、適切な飼養環
な構造であること。 境及び終生飼養の確保又は適切
４ 次に掲げる動物取扱業者に な譲渡が自らの責任において可
係る飼養施設にあっては、前各 能である場合を除き、原則とし
号に掲げるもののほか、それぞ てその家庭動物等について去勢
れ次に掲げる要件を備えている 動物の習性、生理に適合 手術、不妊手術、雌雄の分別飼4-1.
こと。 する飼育施設、設備、器具等 育等その繁殖を制限するための
ロ 展示業者にあっては、飼養 が具備されていること。 措置を講じること。
する動物の習性及び生理に応じ
て運動場、水浴び場、砂場、営 ７ 動物に起因する感染性の疾
巣場、休息場等の設備を備えて 病に係る知識の修得等

（ ） 、 、いること。 １ 所有者等は その所有し
３ 適正な飼養 （動物の管理の方法等） 又は占有する家庭動物等に起因
管理者及び飼養者は、下記事項 第３条 法第11条第１項の環境 適切な飼育管理、健康管 する感染性の疾病について、動4-4.
に留意し、展示動物に必要な運 省令で定める動物の管理の方法 理をするための諸条件を確保 物販売業者が提供する情報その

給 動、休息及び睡眠を確保し、並 等に関する基準は、次の各号に すること。 他の情報をもとに、獣医師等十
餌 びに展示動物の健全な成長及び 掲げるとおりとする。 飼育管理は、その種につ 分な知識を有する者の指導を得4-5.
給 本来の習性の発現を図るように １ 動物の種類、習性等に応じ いて当協会が定める飼育基準 ることなどにより、正しい知識
水 努めること。 た飼養が行われるよう、次に掲 に照らして行うこと。 を持ち、その飼養及び保管に当
(1) 動物の種類、発育状況等に げる方法により管理を行うこ たっては、感染の可能性に留意

、 、応じて適正に飼料及び水の給与 と。イ 飼養する動物の種類、 し 適度な接触にとどめるなど
を行うこと。 数、 自らの感染のみならず、他の者

。発育状況及び健康状態に応じた への感染の防止にも努めること
給餌及び給水を行うこと。 （２）家庭動物等に接触し、又

は家庭動物等の排泄物を処理し
疾 (2) 動物の寄生虫の防除、疾病 ハ 疾病にかかり若しくは負傷 たときは、手指等の洗浄を十分
病 の予防等日常の健康管理に努め した動物又は妊娠中若しくは幼 行い、必要に応じ消毒を行うこ
傷 るとともに、疾病にかかり、又 齢な動物を育成中の動物につい と。
病 は負傷した動物に対しては、原 ては、隔離するなど過度なスト
予 則として獣医師により速やかに レスがかからないようにするこ
防 適切な措置を講ずること。 と。
等 ２ 飼養する動物の衛生の確保

並びに疾病及びけがの予防措置
を講じるに当たっては、次に掲
げる方法により管理を行うこ
と。
ロ 飼養する動物の疾病及びけ
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がの予防並びに寄生虫の防除等
日常的な健康管理に努めるとと
もに、動物が疾病にかかり又は
負傷した場合には速やかに必要
な処置を行うこと。
ハ 必要に応じて獣医師による
診療及びワクチン接種が行われ
るようにすること。

(3) 捕獲後間もない動物又は他 第２条第１項
の施設から移動してきた動物に ホ 疾病にかかり若しくは負傷
ついては、飼養環境への順化順 した動物又は妊娠中若しくは幼
応を図るために必要な措置を講 齢な動物を育成中の動物を、必
ずること。 要に応じ適切に隔離できる設備
(4) 原則として、動物の繁殖が を備えていること。
支障なく行われるように出産及 第３条第１項
び営巣の場所の確保等必要な条 ロ 異種又は複数の動物を同一
件を整えること。 飼養施設内で飼養する場合に

は、飼養する動物の組合せを考
慮し、過度な動物間の闘争の発
生を避けるようにすること。
ニ 親子共に飼養するなど、幼
齢な動物の健全な育成及び社会
化に努めること。
第３条第２項
イ 新たな動物を飼養施設内に
搬入するに当たっては、当該動
物が健康であることを確認する
までの間他の動物と接触させな
いようにすること。

３．動物園に適用する必要
条件

（

エ それらの動物を生物学的、
ン また固体種の保護に必要な
リ 条件、という見地から十分
ッ と判断される状況のもとで
チ 適応させること。中でもそ
メ れは種に適したように飼育
ン 環境を豊かにし、予防的、
ト 治療的獣医学や栄養学のプ

ログラムの発展とともに高

）

い水準の飼育管理学を維持
すること、などにより可能
となる。

４ 観覧者に対する指導 第３条
管理者は、観覧者に対して観覧 ５ 次に掲げる動物取扱業者に

観 上の注意事項を遵守するように あっては、前各号に掲げるもの
覧 指導を行い、観覧者が展示動物 のほか、それぞれ次に掲げる方
者 に食物等を与え、又は石、棒等 法により飼養する動物の管理等
に で展示動物を傷つけ、若しくは を行うこと。
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対 苦しめることがないように努め ヘ 展示業者にあっては、飼養
す ること。 する動物の健康を保持するた
る め、観覧者が展示動物にみだり
指 に食物を与えることができない
導 よう必要な措置を講ずること。

展示動物に食物を与えることを
観覧者に認める場合には、認め
られた食物以外の食物が与えら
れることのないようにするこ
と。
ト 展示業者及び販売業者にあ
っては、観覧者又は顧客が飼養
する動物に接触することを認め
る場合には、動物に過度なスト
レスがかからないよう、当該動
物への接触方法について指導す
るとともに、動物に適度な休息
を与えること。

、 、 、4-6.飼育動物は 交換 分譲
繁殖用貸与等の手段を通じて
活用を図り、種の保存にあた
ること。
国内、国際血統登録を積4-7.

極的に推進し、遺伝子の多様
性確保に寄与すること。

４．避妊

（

避 避妊は固体数の管理が必要と
妊 される時になされる。手術や

科学的な避妊両方の副作用の

）

可能性と同様に行動における
負の効果が避妊の実行を最終
的に決断する以前に考慮され
なければならない。

施 第４ 危害防止 ８ 逸走防止等
危 設 １ 施設の構造等 所有者等は、次の事項に留意
害 の 管理者は、人に危害を加えるお し、家庭動物等の逸走の防止の
防 構 それのある展示動物を飼養展示 ための措置を講ずるとともに、
止 造 する場合には、施設の構造等に 逸走した場合には、自らの責任

等 ついて下記事項に留意し、人身 において速やかに捜索し捕獲す
事故の防止に努めること。 ること。
(1) 施設は、動物が脱出できな 第２条第３項 （１）飼養施設は、家庭動物等
い構造とすること。 イ 飼養する動物の種類 習性 の逸走の防止に配慮した構造と、 、

運動能力、数等に応じて動物の すること。
逸走を防止できる構造及び強度 （２）飼養施設の点検等、逸走
であること。 の防止のための管理に努めるこ

と。
第３条 ３．動物園に適用する必要
３ 飼養する動物の逸走及び事 条件 ９ 危害防止
故を防止するため、次に掲げる 土着原産の固有種の生態環 所有者等は、人に危害を加え
方法により管理を行うこと。 境を脅かす可能性を避ける るおそれのある家庭動物等を飼
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イ 飼養施設の日常的な管理及 ために動物が逃げるのを防 養及び保管する場合には、次
び保守点検を行うとともに、定 ぐ、また外部からの有害物 の事項に留意し、逸走の防
期的に巡回を行い、飼養する動 や害虫の侵入を防ぐこと。 止等、人身事故の防止に万
物の数及び状態を確認するこ 全を期すこと。
と。

(2) 施設は、飼養者が飼養展示 （１）飼養施設は、動物が脱出
に当たって、危険を伴うことな できない構造とすること。
く作業ができる構造とすること （２）飼養施設は、飼養に当た。
(3) 観覧場は、施設と十分の間 る者が、危険を伴うことなく作
隔を設け、観覧者が観覧上の注 業ができる構造とすること。
意事項を遵守する場合には、動 （３）所有者等は、人に危害を
物が観覧者に触れることができ 加えるおそれのある動物の逸走
ないようにするとともに、観覧 時の措置についてあらかじめ対
場と施設との仕切りは、幼児が 策を講じ、逸走時の事故の防止
容易に越えられないようにする に努めること。
こと。 （４）所有者等は、飼養施設を
(4) 自動車等を施設に入れて動 常時点検し、必要な補修を行う
物を観覧させる場合は、観覧者 とともに、施錠の確認をするな
に対して、自動車等の扉及び窓 ど逸走の防止のための管理に万
を常時閉めておくように指導す 全を期すこと。
るとともに、施設内の巡視その （５）捕獲等のための機材を常
他観覧者の安全の確保に必要な 備し、当該機材については常に
措置を講ずること。 使用可能な状態で整備しておく
２ 脱出時対策 第３条第３項 こと。

脱 (1) 管理者は、人に危害を加え ロ 飼養する動物が逸走した場 （６）所有者等は、人に危害を
出 るおそれのある動物の脱出時の 合の措置をあらかじめ定めてお 加えるおそれのある家庭動物等
時 措置について予め対策を講じ、 くこと。逸走した場合には、そ が飼養施設から逸走した場合に
対 脱出時の事故の防止に努めるこ の速やかな捕獲等に努めるこ は、速やかに関係機関への通報
策 と。 と。 を行うとともに、近隣の住民に
(2) 管理者及び飼養者は、人に 周知し、逸走した動物の捕獲等
危害を加えるおそれのある展示 を行い、家庭動物等による事故
動物が施設から脱出した場合に の防止のため必要な措置を講ず
は、速やかに関係機関への通報 ること。
及び観覧者等の避難誘導を行う
とともに、脱出した動物の捕獲
等を行い、展示動物による事故
の防止に努めること。
３ 緊急時対策 第３条第３項 緊急時対策10

緊 管理者は、地震、火災等の非常 ハ 地震、火災等の緊急事態に 所有者等は、地震、火災等の
急 災害に際してとるべき緊急措置 際して採るべき措置をあらかじ 非常災害に際してとるべき緊急
時 を定め、非常災害が発生したと め定めておくこと。緊急事態が 措置を定めるとともに、移動用
対 きは、速やかに展示動物を保護 発生した場合には、速やかに飼 の容器、非常食の準備等、避難
策 し、及び展示動物による事故の 養する動物の安全確保に努める に必要な準備を行うよう努める
防止に努めること。 こと。 こと。非常災害が発生したとき

は、速やかに家庭動物等を保護
し、及び家庭動物等による事故
の防止に努めるとともに、避難
する場合には、できるだけその
家庭動物等の適切な避難場所の
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確保に努めること。
有 ４ 有毒動物の飼養展示
毒 管理者は、毒蛇等の有毒動物を
動 飼養展示する場合には、抗毒血
物 清等の救急医薬品を備えるとと
の もに、飼養者に救急処置法を熟
飼 知させ、人身事故の防止に努め
養 ること。
展
示
第５ 適正な展示 （展示） ６．切除に関して
管理者は、展示動物の展示に当 ５．展示は、教育的な配慮に いかなる動物に対してもコス

適 たっては、下記事項に留意し、 基づく展示計画によって行 メティック目的、または動物
正 動物本来の形態及び習性が観覧 い、有効適切な利用に努める の身体的な外観を変える為の

。 、な できるように努めること。 ものとする。 切除は容認されない 教育的
展 (1) 観覧者に残酷な印象を与え 展示は最新のデータに基 または管理目的で飛べなくす5-1.
示 るような不具動物又は傷病中の づき、その種の本来もってい るために鳥の翼を切ることは

適 動物を展示しないこと。 る習性や形態が正しく理解で 唯一他の形式で拘束不可能な
正 (2) 動物にその動物の本来の形 きるものであり、かつ、生態 ときのみ行われる、また確認
な 態を損なうような施術、着色等 系の中で果たす役割が理解さ (固体識別)のため動物にマー
展 をして展示しないこと。 れるように配慮されているこ クをつけることは常に苦痛を
示 と。 最小限にする方法で専門家の

監督のもとにとり行われるべ
きである。

(3) 動物に過酷な訓練を伴う演
芸をさせないこと。
(4) 動物の飼養に当たって、生
きている動物を餌として給与す
ることが不可欠であっても、で
きるだけそれを展示中に行わな
いこと。

飼育展示及び研究をする ３．動物園に適用する必要4-2.
ために必要な情報を保有して 条件
いること。 公共教育の推進、生物多様
展示計画を具体化し、推 性の保護への喚起を、とく5-2.

進するため、教育普及活動を に展示されている動物やそ
行うこと。 れらの自然における生息地
教育機関、研究機関との などについての情報を提供5-3.

連携を図り、教育、研究の発 することにより実施する。
展に寄与するものであるこ
と。 該当種に関する動物園の適

切な最新データの維持をは
かること。

第６ 生活環境の保全 第３条第２項 ３ 生活環境の保全
管理者又は飼養者は、展示動物 ニ 飼養施設及び設備又は器具 （１）所有者等は、自らが飼養

、生 の汚物等の適正な処理を行うと の清掃や消毒を定期的に行うと 及び保管する家庭動物等が公園
活 ともに、施設を常に清潔にして ともに、飼養する動物の排せつ 道路等公共の場所及び他人の土
環 悪臭等の発生防止を図り、生活 物その他の廃棄物を適正に処理 地、建物等を損壊し、又はふん
境 環境の保全に努めること。 すること。 尿その他の汚物、毛、羽毛等で
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の ホ ねずみ及びはえ、蚊等の害 汚すことのないように努めるこ
保 虫の侵入を防止するとともに、 と。
全 必要に応じて駆除すること。 （２）所有者等は、家庭動物等

ヘ 動物の死体は速やかに適正 のふん尿その他の汚物、毛、羽
に処理すること。 毛等の適正な処理を行うととも

に、飼養施設を常に清潔にして
悪臭、衛生昆虫等の発生の防止
を図り、周辺の生活環境の保全
に努めること。

第７ 飼養展示等の補則
１ 管理者は、展示場所を移動

移 して展示する展示動物で、常時
飼 動 第３の２に定める施設に適合す
養 展 る施設において飼養展示するこ
展 示 とが困難なものについては、そ

、示 の動物に必要な休息期間を設け
等 その期間中第３の２に定める施
の 設に適合する施設において十分
補 に休養させ、展示動物の健全な
則 成長及び本来の習性の発現がで

きるように努めること。
２ 管理者は、展示動物の輸送 第３条第２項 ３．動物の輸送 ６ 動物の輸送
に当たっては、下記事項に留意 ト 飼養する動物を輸送する場 会員は動物を受け入れる団体 所有者等は、家庭動物等の輸

輸 し、展示動物の健康及び安全並 合には、衛生管理及び事故防止 施設が動物を維持するのに適 送に当たっては、次の事項に留
びに展示動物による事故の防止 に必要な措置を講ずること。 切な施設であり、ＷＡＺＡの 意し、動物の健康及び安全並び

送 に努めること。 会員が飼育管理や福祉に関し に動物による事故の防止に努め
(1) 動物の疲労及び苦痛をでき て要求される必要条件と同等 ること。
るだけ小さくするため、なるべ の高水準を維持できる技術を （１）家庭動物等の疲労及び苦

、く短い時間による輸送方法を選 もったスタッフがいることを 痛をできるだけ小さくするため
ぶこと。 確実にする。全ての輸送され なるべく短い時間による輸送方
(2) 動物の種類、性別、性質等 る動物は、交渉の始めに明ら 法を選択するとともに、輸送時
を考慮して適切に区分して輸送 かにされた生殖や遺伝情報、 においては必要に応じ適切な休
する方法をとるとともに、輸送 行動上の性質など日常の健康 憩時間を確保すること。

（ ） 、 、に用いる車輛、容器等は、動物 の詳細に関する適切な記録が ２ 家庭動物等の種類 性別
の安全の確保及び動物の脱出防 添えられる事。これらの記録 性質等を考慮して、適切に区分
止のために必要な規模及び構造 は受け取り施設でその動物の して輸送する方法をとるととも
のものを選定すること。 先行きの管理に関して適切な に、輸送に用いる容器等は、動
(3) 輸送中の動物に適切な間隔 決定をするのに役立つ。全て 物の安全の確保及び動物の逸走
で給餌及び給水すること。 の動物輸送は、特別な種に対 を防止するために必要な規模及

して適用する国際的な基準や び構造のものを選定すること。
法律に従うべきである。動物 （３）輸送中の家庭動物等に適
は有資格スタッフによって付 切な間隔で給餌及び給水すると
き添われるべきである。 ともに、適切な温度、湿度等の

管理、適切な換気の実施等に留
意すること。

６．動物園の閉鎖

（

動 動物園またはその一部の閉
物 鎖の際は、権限を有する当
園 局は関係している動物たち
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の が、この指針の目的や規定
閉 に一致し適切であると加盟
鎖 国が見なす状況のもとで取

り扱われ、処置されている

）

。か確認しなければならない

（関連法令の遵守等） ３．動物園に適用する必要 ７．野生に戻すプログラム

（

そ ６．動物の収集・飼育・研究 条件 野生に戻すプログラムは、そ
の ・展示にあたっては、国内外 動物保全活動の結果がしっ の動物たちがそのような開放
他 の関係法令を正しく認識し、 かりとその種への利益とし に適応できるかを評価する獣

その遵守に努めること。 て還元される調査保全活動 医学上の検査を通過するこ

）

収集にあたっては、特に に参加する事。または、そ と、また開放後の彼らの福祉6-1.
「絶滅のおそれのある野生動 れら動物保全関連技術のト が適切に保護されていること
物植物の種の国際取引に関す レーニング、または種の保 などが保証されずに着手され
る条約」およびその国内関連 全に関する情報交換、また てはならない。開放につづい
法規について、最近の情報を はもし適当と判断されるな て、監視プログラムを立ち上
把握し、遵守すること。 ら捕獲繁殖、種の野生への げ、維持するべきである。
飼育・展示にあたって 再導入を行うこと。 野生への解放に関する専門6-2.

は、特に「動物の愛護及び管 家グループガイドラインThe
理に関する法律」および「展 IUCN/SSC/Reintroduction S
示動物の飼養及び保管に関す pecialist Group Guidelin
る基準」を正しく認識し、そ esに常に従うべきである。
の遵守に努めること。
関連法規以外の国際自然 ８．管理下における動物の死6-3.

保護団体のアピール、動物関 実施してはいけない確た
係団体の動向および指針等 る理由がない限り、動物が飼
の、情報収集に努めること。 育中又は野生に戻すプログラ
（倫理委員会） ムの間に死に至ったとき、検
７．本要綱の目的を達成する 死解剖を行い、その死亡理由
ため、倫理委員会を設置する を確認するべきである。
ものとし、その内容について
は規制をもって別に定める。
（改廃）
８．本要綱の改廃は、理事会
において決し、総会の承認を
得なければならない。


